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警視庁逮捕術訓練要綱の制定について

このたび、別添のとおり、警視庁逮捕術訓練要綱を制定し、令和２年１２月１日から実施する

こととしたから、運用上誤りのないようにされたい。

別添

警視庁逮捕術訓練要綱

第１ 目的

この要綱は、逮捕術の訓練（以下「訓練」という。）について、必要な事項を定めることを

目的とする。


